
旅券法の改正により、令和 年 月 日から
旅券（パスポート）の申請手続きが一部変わります

令和 年 月 日から、旅券発給等のための の が されます。

同日以降、古い様式の申請書は使用できませんので、ご注意ください。

旅券申請手続きに必要となる戸籍については、これまで戸籍謄本又は戸籍抄本の
いずれかの提出を受けていましたが、令和 年 月 日 は とな
ります。

同日以降は、戸籍抄本での手続きはできませんので、ご注意ください。

旅券の は、令和 年 月 日をもって されます。

令和 年 月 日 に旅券の査証欄がなくなった場合は、（１）あるいは
（２）のいずれかの発給申請をしていただくことになります。

（１）有効期限が元の旅券の残存有効期間と同じ「残存有効期間同一旅券」

（２）切替申請として新たな旅券（５年又は１０年の有効期間）

申請の区分 手数料額
（内訳）
収入印紙

（内訳）
茨城県収入証紙

残存有効期間同一旅券 ６,０００円 ４,０００円 ２,０００円

申請の区分 手数料額
（内訳）
収入印紙

（内訳）
茨城県収入証紙

１０年旅券（１８歳以上） ２２,０００円 １８,０００円 ４,０００円

５年旅券（１２歳以上） １７,０００円 １３,０００円 ４,０００円

５年旅券（１２歳未満） １２,０００円 ８,０００円 ４,０００円

令和 年 月 日 に旅券を申請したものの、発行後６か月以内に受領せず
に同旅券が失効した場合で、失効後５年以内に新たな旅券を申請する際は、下表の
とおり が なります。

なお、これは、令和 年 月 日 に申請した旅券が、未交付のまま失効し
た場合には適用されません。


